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新潟県災害救助法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成25年10月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第60号 

新潟県災害救助法施行細則の一部を改正する規則 

 新潟県災害救助法施行細則（昭和35年新潟県規則第30号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

第３条 市町村長は、災害の事態が急迫して、知事

による救助の実施を待つことができないときは、

法第13条第２項の規定に基づき、救助に着手する

ことができる。 

 

第５条 政令第３条の規定による救助の程度、方法

及び期間は、災害救助法による救助の程度、方法

及び期間並びに実費弁償の基準（平成25年10月内

閣府告示第228号)(以下「救助の程度等の基準」と

いう｡)に定めるとおりとする。 

 

第13条 政令第５条の規定による実費弁償に関して

必要な事項は、救助の程度等の基準に定めるとお

りとする。 

 

第15条 法第10条第３項において準用する法第６条

第４項の規定により、当該職員が立入検査に当た

つて携帯しなければならない証票は、別記第11号

様式による。 

 

第17条 法第13条第１項の規定により救助の実施に

関する事務の一部を市町村長が行うこととすると

きは、当該市町村長は、第６条、第８条、第９条

第２項、第10条及び第12条の規定するところによ

り行うものとする。 

２ 前項に規定する場合において、次の各号に掲げ

る市町村長は、当該各号に定める事務を行うこと

とする。 

(1) 法第５条第１項又は第９条第１項に規定する

事務を行う市町村長 第７条の規定による受領

証の受領 

(2) 法第７条第１項に規定する事務を行う市町村

長 第11条において準用する第７条の規定によ

る受領証の受領 

 

第19条 市町村長は、法第29条の規定により救助の

実施に要する費用を繰替支弁したときは、別に定

める書類を知事に提出しなければならない。 

 

別記 

第１号様式の１ 

第３条 市町村長は、災害の事態が急迫して、知事

による救助の実施を待つことができないときは、

法第30条第２項の規定に基づき、救助に着手する

ことができる。 

 

第５条 政令第９条の規定による救助の程度、方法

及び期間は、災害救助法による救助の程度、方法

及び期間並びに実費弁償の基準（平成12年厚生省

告示第144号)(以下「救助の程度等の基準」とい

う｡)に定めるとおりとする。 

 

第13条 政令第11条の規定による実費弁償に関して

必要な事項は、救助の程度等の基準に定めるとお

りとする。 

 

第15条 法第27条第４項の規定により、当該職員が

立入検査に当たつて携帯しなければならない証票

は、別記第11号様式による。 

 

 

第17条 法第30条第１項の規定により救助の実施に

関する事務の一部を市町村長が行うこととすると

きは、当該市町村長は、第６条、第８条、第９条

第２項、第10条及び第12条の規定するところによ

り行うものとする。 

２ 前項に規定する場合において、次の各号に掲げ

る市町村長は、当該各号に定める事務を行うこと

とする。 

(1) 法第23条の２第１項又は第26条第１項に規定

する事務を行う市町村長 第７条の規定による

受領証の受領 

(2) 法第24条第１項に規定する事務を行う市町村

長 第11条において準用する第７条の規定によ

る受領証の受領 

 

第19条 市町村長は、法第44条の規定により救助の

実施に要する費用を繰替支弁したときは、別に定

める書類を知事に提出しなければならない。 

 

別記 

第１号様式の１ 
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公 用 令 書 

 （略） 

災害救助法第９条の規定に基づき、下記の物資

の保管を命ずる。 

 （略） 

 

第１号様式の２ 

公 用 令 書 

（略） 

災害救助法第９条の規定に基づき、下記の物資

を収用する。 

 （略） 

 

第１号様式の３ 

公 用 令 書 

（略） 

災害救助法第９条の規定に基づき、下記の施設

を管理する。 

 （略） 

 

第１号様式の４ 

公 用 令 書 

（略） 

災害救助法第９条の規定に基づき、下記の土地、

家屋、物資を使用する。 

 （略） 

 

第２号様式 

公 用 変 更 令 書 

 （略） 

災害救助法第９条の規定に基づく、公用令書を、

下記のとおり変更したので災害救助法施行規則第

１条第４項の規定により、これを交付する。 

 （略） 

 

第３号様式 

公 用 取 消 令 書 

 （略） 

  災害救助法第９条の規定に基づく、  を必要

としなくなつたので災害救助法施行規則第１条第

５項の規定により、これを交付する。 

 （略） 

 

第５号様式 

受 領 調 書 

 災害救助法第９条によつて収用（使用）する

物資を下記のとおり受領した。よつて、受領調

書を作成し、各１通所持するものとする。 

（略） 

 

公 用 令 書 

 （略） 

災害救助法第26条の規定に基づき、下記の物資

の保管を命ずる。 

 （略） 

 

第１号様式の２ 

公 用 令 書 

（略） 

災害救助法第26条の規定に基づき、下記の物資

を収用する。 

 （略） 

 

第１号様式の３ 

公 用 令 書 

（略） 

災害救助法第26条の規定に基づき、下記の施設

を管理する。 

 （略） 

 

第１号様式の４ 

公 用 令 書 

（略） 

災害救助法第26条の規定に基づき、下記の土地、

家屋、物資を使用する。 

 （略） 

 

第２号様式 

公 用 変 更 令 書 

 （略） 

災害救助法第26条の規定に基づく、公用令書を、

下記のとおり変更したので同法施行規則第１条第

４項の規定により、これを交付する。 

 （略） 

 

第３号様式 

公 用 取 消 令 書 

 （略） 

  災害救助法第26条の規定に基づく、  を必要

としなくなつたので同法施行規則第１条第５項の

規定により、これを交付する。 

 （略） 

 

第５号様式 

受 領 調 書 

 災害救助法第26条によつて収用（使用）する

物資を下記のとおり受領した。よつて、受領調

書を作成し、各１通所持するものとする。 

（略） 
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第７号様式 

公  用  令  書 

 （略） 

  上記の者災害救助法第７条の規定に基づき、次

のとおり従事を命ずる。 

 （略） 

（裏面） 

 従事令書の交付を受けた者の心得 

１～４ （略） 

５ 従事令書の交付を受けた者が命令に従わな

いときは、災害救助法第31条の規定により６

月以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処

せられる。 

 

第８号様式 

公 用 取 消 令 書 

 （略） 

  災害救助法第７条の規定に基づく、公用令書は、

その必要がなくなつたので、災害救助法施行規則

第４条の規定により、これを交付する。 

 （略） 

 

第11号様式 

    ４  頁       ２  頁 

注 意 

１・２ （略） 

３ この証票は、有

効期間が経過した

り、又は不用にな

つたときは速やか

に返還しなければ

ならない。 

 （略） 

    １  頁       ３  頁 

災害救助法第10条第

３項において準用す

る同法第６条第４項

の規定による立入検

査 

証  票 

 災害救助法 

第10条第３項におい

て準用する同法第６

条第４項 

（条文挿入） 

 

第12号様式 

療養 

休業 

障害 

災害救助法による遺族扶助金支給申請書 

葬祭 

打切 

 （略） 

  災害救助法第12条の規定による扶助金を支給さ

れたく別紙  を添えて申請します。 

第７号様式 

公  用  令  書 

 （略） 

  上記の者災害救助法第24条の規定に基づき、次

のとおり従事を命ずる。 

 （略） 

（裏面） 

 従事令書の交付を受けた者の心得 

１～４ （略） 

５ 従事令書の交付を受けた者が命令に従わな

いときは、災害救助法第45条の規定により６

月以下の懲役又は50,000円以下の罰金に処せ

られる。 

 

第８号様式 

公 用 取 消 令 書 

 （略） 

  災害救助法第24条の規定に基づく、公用令書は、

その必要がなくなつたので、同法施行規則第４条

の規定により、これを交付する。 

 （略） 

 

第11号様式 

    ４  頁       ２  頁 

注 意 

１・２ （略） 

３ この証票は、有

効期間が経過した

り、又は不用にな

つたときはすみや

かに返還しなけれ

ばならない。 

（略） 

    １  頁       ３  頁 

災害救助法第27条の

規定による立入検査

証  票 

 

 

 

災害救助法 

第27条 

（条文挿入） 

 

第12号様式 

療養 

休業 

障害 

災害救助法による遺族扶助金支給申請書 

葬祭 

打切 

 （略） 

  災害救助法第29条の規定による扶助金を支給さ

れたく別紙  を添えて申請します。 
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（略）  （略） 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


